
都
市
計
画
区
域
と
は
、
県
が
一

体
の
都
市
と
し
て
総
合
的
に
整
備
、

開
発
、
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
区

域
と
し
て
指
定
し
た
も
の
で
、
土

岐
市
は
全
域
が
「
土
岐
都
市
計
画

区
域
」
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
と
は
、
都
市
計
画
区
域
ご
と

に
目
指
す
将
来
像
や
都
市
計
画
の

基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
で
す
。

今
回
、新
た
に
県
が
定
め
る「
土

岐
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
の
改
定
案
」
に
つ
い
て
、
住
民

の
皆
さ
ん
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る

た
め
、
公
聴
会
を
開
催
し
公
述
の

機
会
を
設
け
ま
す
。

●
公
聴
会

◆
日
時　

６
月
25
日
（
金
）
午
後

6
時
〜

◆
場
所　

市
文
化
プ
ラ
ザ
３
階
視

聴
覚
室

◆
公
述
の
申
し
出
方
法　

公
聴
会

で
改
定
案
に
つ
い
て
の
意
見
陳
述

を
希
望
す
る
方
は
、
後
記
の
閲
覧

期
間
内
に
、
県
都
市
政
策
課
へ
直

接
ま
た
は
郵
送
に
よ
り
公
述
申
出

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
※
6

月
16
日（
水
）必
着

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
公
述

す
る
た
め
に
は
公
述
申
出
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。
期
限
ま
で
に
公

述
申
出
書
の
提
出
が
な
い
場
合
、

公
聴
会
は
開
催
さ
れ
ま
せ
ん
。

●「
土
岐
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
の
改
定
案
」の
閲
覧

◆
期
間　

６
月
２
日（
水
）〜
16
日

（
水
）、
午
前
９
時
〜
午
後
5
時

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

◆
場
所　

県
都
市
政
策
課
ま
た
は

市
都
市
計
画
課

※
県
都
市
政
策
課
お
よ
び
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
詳
し
い
内
容
を

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

県
都
市
政
策
課

（
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）ま
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は
市
都
市
計
画
課（
内

線
３
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２
）

福祉医療費助成制度
ご存じですか

対　　　　　　象助　成　制　度
●あらかじめ申請し、福祉医療費受給者証の交付を受けていただく必要がある方

●医療費の支払い後、申請により助成対象となる方

乳幼児等福祉医療費

重度心身障害者福祉医療費

母子家庭等福祉医療費

父子家庭福祉医療費

中学校3年生までのお子さん（15歳到達後の3月31日まで）

次のいずれかの手帳をお持ちの方
●身体障害者手帳 1級、2級、3級
●療育手帳A1、A2、B1
●精神障害者保健福祉手帳1級、2級（所得制限あり）
●戦傷病者手帳（特別項症～第4項症）と身体障害者手帳4級の両方

●母子家庭のお母さんとそのお子さん
●両親のいない家庭のお子さん
（お子さんの年齢が18歳到達後の3月31日まで）

父子家庭のお父さんとそのお子さん
（お子さんの年齢が18歳到達後の3月31日まで）

『
土
岐
都
市
計
画
区
域

　
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
改
定
案（
岐
阜
県
決
定
）』

に
係
る
公
聴
会
開
催
の
ご
案
内

■問い合わせ　福祉課障害・給付係（内線154・155）

手続きをお忘れなく!!

※自己負担額とは、医療機関を受診した場
合、加入している保険機関が医療費の9割
から7割を医療機関に支払うため、あなた
が負担する残りの1割から3割までのこと
を言います。

対　　象　自立支援医療受給者証（精神通院）支給認定者
助成内容　自立支援受給者証（精神）で受診された医療費の自己
　　　　　負担額※の1／2

医療費を支払った月の翌月に1カ月分をまとめて申請してください。

市では、医療費の自己負担分の助成を、次の通
り実施しています。該当すると思われる方は、手
続きにお越しください。
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